
新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため出勤者を削減します 

 

 本市は、緊急事態宣言時においても事業の継続が求められる事業者に該当しますが、

感染のまん延防止の観点から、出勤者削減に向けて最大限取り組むことが求められてい

ます。このことから、時差勤務の積極的な活用に加え、交代制勤務の試行を実施します。 

 

１ 概要 

  時差出勤と交代制勤務を行うことにより出勤者を削減する。 

 

２ 対象 

  勤務時間が午前８時３０分から午後５時１５分に割り振られた職員 

 

３ 時差勤務について 

前橋市職員の時差勤務制度に関する規程に定められた B 勤務（午前６時から午後２

時４５分まで）や O 勤務（午後１時から午後９時４５分まで）等を積極的に活用する

ことにより、同時に勤務する職員を削減する。 

 

４ 交代制勤務について 

  月曜日から金曜日に勤務が割り振られた職員を概ね３分割して３班に編成し、週休

日の振替等を行って土曜日又は日曜日の勤務を命じることにより、それぞれの班がで

きるだけ重ならないよう、所属の状況に応じて交代制勤務を行う。 

 

５ 開始時期 

 それぞれの所属の状況に応じて、上記３又は４の実施あるいは３及び４を合わせて

取り組むこととし、準備が整い次第、４月１７日から４月２７日までに開始。 

 

６ 試行期間 

  令和２年５月３１日（日）まで 

 

７ その他 

  開庁日については変更なし（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

 

担 当 職員課 人事係 

                     電 話 027-898-6507 

 

資料 ３ 


